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後見開始の申立てをお考えの方へ 

～後見人支援のご案内～ 

大 阪 家 庭 裁 判 所 後 見 セ ン タ ー  

大阪 家庭 裁判 所堺 支部 後見 セン ター   

大阪家庭裁判所岸和田支部後見センター  

 

成 年 後 見 制 度 は ， 本 人 の 権 利 を 擁 護 す る た め の 制 度 で す 。 後 見 人 は ，

法律 の規 定に 基づ いて 家庭 裁判 所か ら選 任さ れた 公的 な立 場と して，本

人の ため に適 切に 後見 事務 を行 って いく 必要 があ りま すが，特に 初め て

後見 人の 職責 を担 うこ とと なる 方に おか れま して は，後見 事務 を一 人で

適切 に行 うこ と が でき るよ うに なる まで の間，日々 の 事務 にお いて 様々

な悩 みや 疑問 が生 じる こと と思 いま す。  

そこ で，大阪 家庭 裁 判所 では ，初 めて 後 見人 に就 任さ れた 方を 監督 し，

支援 する ため ，弁 護士・司 法書 士・社会 福祉 士と いっ た専 門職 の後 見監

督人 を選 任す るこ とが あり ます 。  

 

後見 監督 人の 主な 職務 は，後 見人 が 行う 事務 の監 督で あり ，後 見 監督

人 は ， 後 見 人 に 対 し ， 後 見 事 務 の 報 告 や 財 産 目 録 の 提 出 を 求 め る ほ か ，

必要 に応 じて ，後 見事 務等 につ いて 調査 を行 うこ とが でき ます 。どのよ

うに 監督 する かに つい ては 後見 監督 人の 裁量 に委 ねら れて いま すが，定

期 的 に 財 産 や 収 支 の 状 況 を 中 心 と し た 後 見 事 務 に つ い て 確 認 を す る た

めに ，後 見人 に報 告を 求め るこ とが 多い と思 われ ます 。  

ま た ， 後 見 監 督 人 は ， こ の よ う な 監 督 に と ど ま ら ず ， 後 見 人 に 対 し ，

一 通 り の 後 見 事 務 を 概 ね 問 題 な く 行 う こ と が で き る 程 度 の 力 を 身 に 付

けて もら う目 的で ，後 見事 務全 般に つい て，指導・助 言・相談 対応 等を

含む 総合 的な 支援 を能 動的・積 極的 に行 い，後見 人に は，こ れ を受 けて

もら う こ とに なり ます 。  
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この よう に ，後 見 監督 人が 選任 され た後 見人 は ，後 見 監督 人に 対して

定期 的に 後見 事務 に関 する 報告 など をす るだ けで はな く，日 々の 事務 に

おい て生 じた 悩み や疑 問を 後見 監督 人に 相談 した り，後見 監督 人か ら後

見事 務の 具体 的な 方法 につ いて の指 導，助 言 等を 得た り，法 律 的・福 祉

的 な 観 点 か ら の ア ド バ イ ス や 報 告 書 類 の 作 成 の サ ポ ー ト を 受 け た り す

るこ とが でき ます 。  

 

【後 見監 督人 によ る支 援の 期間 につ いて 】  

初 め て 後 見 人 に 就 任 さ れ る 方 が 一 人 で 適 切 に 後 見 事 務 を 行 え る ま で

の期 間と して ，概 ね ９ か月 程度 を予 定し てい ます 。  

ただ し，家 庭裁 判 所が 後見 監督 人に よる 支援 がも う少 し必 要で ある と

判断 した 場合 には ，９か 月よ りも 長 くな るこ とが あり ます。また，9 か

月程 度経 過し た後 も，本人 が 多額 の 預貯 金や 有価 証券 を有 して いて ，こ

れを 後見 人が その まま 管理 し続 ける よう な場 合や ，本 人が 訴訟 ，複雑な

遺 産 分 割 や 債 務 整 理 な ど 解 決 に 専 門 的 知 見 を 要 す る 課 題 を 抱 え て い る

場合 は，後 見人 が 一人 で適 切に 後見 事務 を行 える よう にな った 後も 後見

監督 人が 就任 し続 ける 場合 があ りま す。  

 

【後 見監 督人 に対 する 報酬 につ いて 】  

  家庭 裁判 所が 報酬 額を 決定 し，本人 の財 産か ら報 酬を 支払 って いた だ

くこ とに なり ます 。  

後見 人は，後見 監 督人 から 後見 事務 につ いて の支 援を 受け るこ とに よ

り，選 任 直後 から ，本人 の 意思 を尊 重し つつ ，本 人の 心身 の状 態や 生活

状況 に配 慮し なが ら，適切 に 後見 事 務を 行う こと がで き，それ に よって

本人 の権 利 擁 護が 図ら れ，よ り本 人 が望 む生 活を 送る こと がで きる こと

とな りま す 。後 見 監督 人に 支払 う報 酬は ，制 度 利用 の 直後 から 本人 の権

利 擁 護 を 図 り ， 本 人 が よ り よ い 生 活 を 送 る た め に 必 要 な 費 用 で す の で ，

ご理 解く ださ い。  


